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                          堺 市 長          

   

 

   年  月  日付で申請のあった撤去自転車の譲渡については、下記の条件を付し

て譲渡することに決定したので通知します。 

記 

１ 台   数          台 

２ 譲渡条件 

（１）  自転車の譲渡を受けたものが、要綱その他関係法令等の規定又はこれに基づく指

示や本譲渡条件に違反し、譲渡の決定を取り消された場合は、既に譲渡を受けた自

転車を速やかに返還すること。 

（２）  譲渡を受けた自転車については、整備点検を行い、責任をもって管理するととも

に、譲渡後に生じた問題は譲渡申請者において解決すること。 

（３）   譲渡申請者は、譲渡を受けた撤去自転車を利用する際、利用者に対して乗車用ヘ

ルメットの着用をするよう指導すること。 

（４）   譲渡を受けた自転車について、自転車損害賠償保険等に加入すること。 

（５）   譲渡を受けた自転車の所有者がわかるよう当該自転車に表示すること。 

（６）   譲渡を受けた自転車を道路上などに放置しないこと。 

（７）   譲渡を受けた自転車について、施錠器具などを取り付け、盗難対策を講じること。 

（８）   譲渡を受けた自転車について、防犯登録をすること。 

（９）   本市は譲渡申請者が前各号の条件に違反し、譲渡決定の取消しを受けたことによ

って生じた損失を一切補償しない。 

（１０） 上記条件は、海外譲与を目的として放置自転車の譲渡を受ける場合は、その適用

を除外する。 


